
高額療養費
制度の適用
区分を記載
（会計時に
オンライン
等で確認し
た場合）

（Ｒ７.３）

　　すでに受給者証をお持ちで、受給者証と管理票を使って受診している場合には、証明欄の記入は必要ありません

左記の
うち
有効期
間内で、
かつ公
費対象
の日数

左記のうち有効期間
内で、かつ公費対象
の保険点数

公費対象の




